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  利回り 年 0.064％ ［課税前］ 

（課税後  年 0.044％）  
                        ※平成 24 年 4 月 27 日現在の利回り 
 

 課税後の利回りは現行の源泉分離課税を基準に算出しております。平成 25 年以降は税率

が 20％から 20.315％に変更となるため上記の数値より低下いたします。 

 

 
■ 利   率 ・・・年 0.10％ 

■ 販 売 単 位 ・・・額面 5万円単位 

■ 参 考 価 格  ・・・額面 100 円につき 100.07 円 ※(平成 24 年 4 月 27 日現在の価格)  

■ 発  行  日  ・・・平成 24 年 5 月 15 日  

■ 償 還 日 ・・・平成 26 年 5 月 15 日 

■ 利 払 日 ・・・毎年 5月 15 日､ 11 月 15 日 

 ※  平成 24 年 4 月 27 日現在の東海東京証券の販売条件です。販売価格は日々変動しておりますので､ご購入
に際しましては東海東京証券の本支店にご確認ください。 

(注) 発行日前にお買付けされる場合には、弊社ホームページ「新規に発行される国債の売買取引(国債の
発行日前取引)に付されている条件とその約定の取扱いについて」をご確認ください。 

 

【 ご投資にあたってのリスクについて 】 
債券は、市場の金利水準等の変化に応じて価格等が変動しますので、償還前に換金する場合には損失が生

じるおそれがあります。 
【 手数料等諸費用について 】 
 ご購入いただく場合は、取引所取引ではなく当社との相対取引となりますので、購入対価のみをお支払い

いただきます。 
【 国内における税制について 】 

売却益は非課税、償還差益は雑所得として総合課税の対象、利金は 20％（所得税 15％、住民税 5％）の源泉

分離課税になります。但し、平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までは復興特別所得税の対象とな

るため、20.315％（所得税 15.315％、住民税 5％）の税率となります。 
なお、将来、税制が変更された場合は取扱いが異なる可能性がありますのでご留意ください。 
 

◆ 発行が中止または延期された場合は、お取引は取消しとなります。 
◆ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引店舗によって本債券のお取り扱いをしていない場合が

あります。詳しくはお取引店舗までお問い合せください。 
 

お取引にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。 

商号等：東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号 
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 


